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北九州市職員厚生会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市規則第４号 

北九州市職員厚生会規則の一部を改正する規則 

北九州市職員厚生会規則（昭和４２年北九州市規則第７６号）の一部を次の

ように改正する。 

付則第１４項を削り、付則第１５項中「３０人」を「２８人」に改め、同項

を付則第１４項とする。 

付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第８８号  

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。  

 令和６年３月１５日  

北九州市長 武 内 和 久   

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所  

  別表のとおり  

２ 返還事務を行う時間  

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで  

  土曜日 午後１時から午後５時まで  

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日は、返還事務を行わない。  

３ 問合せ先  

  北九州市小倉北区城内１番１号  

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話 ０９３－５８２－２２７４）  

４ 返還を受けるために必要な事項  

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。  

５ その他  

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して３月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。  

別表  

移動し、保管した自転車  

が放置されていた場所  

移動し、

保管した

自転車の

台数  

移動し、保  

管した年月  

日  

保管及び返還を行う  

場所  

門司区自転車放置禁止区  

域外  

１台  令和６年２  

月２日  

北九州市門司区西海  

岸一丁目３番  

西海岸自転車保管所  ３台  令和６年２  

月１３日  

１台  令和６年２  
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  月１９日   

 

 

１台  令和６年２  

月２６日  

ＪＲ小倉駅周辺地区自転  

車放置禁止区域  

 

 

２台  令和６年２  

月６日  

北九州市小倉北区青  

葉二丁目１番 

青葉自転車保管所  

 

 

１１台 令和６年２ 

月２２日 

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域  

３台 令和５年２ 

月１４日 

小倉北区自転車放置禁止  

区域外  

 

 

 

 

２台 

 

令和６年２ 

月６日 

北九州市小倉南区下  

城野一丁目１番  

下城野自転車保管所  

 

 

 

３台 

 

令和６年２ 

月１３日 

２台 

あ 

令和６年２ 

月２７日 

ＪＲ下曽根駅周辺地区自

転車放置禁止区域  

 

２台 

 

令和６年２ 

月２１日 

 

北九州市小倉南区八  

重洲町１６番  

八重洲自転車保管所  

小倉南区自転車放置禁止  

区域外  

１台 令和６年２ 

月１日 

北九州市小倉南区下  

城野一丁目１番  

下城野自転車保管所  

 

１台 令和６年２ 

月２日 

４台 令和６年２ 

月６日 

１台 

 

令和６年２ 

月７日 

１台 令和６年２ 

月８日 

３台 令和６年２ 

月１３日 

１台 

 

令和６年２ 

月１４日 

２台 令和６年２ 

月２１日 
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３台  令和６年２  

月２２日  

 

 

 

 
２台  令和６年２  

月２８日  

若松区自転車放置禁止区  

域外  

 

３台  令和６年２  

月１３日  

 

北九州市若松区響南  

町８番  

小石自転車保管所  

ＪＲ折尾駅周辺地区自転  

車放置禁止区域  

１台  令和６年２  

月８日  

北九州市八幡西区長  

崎町２番  

長崎町自転車保管所  

 

ＪＲ陣原駅周辺地区自転  

車放置禁止区域  

７台  令和６年２  

月２０日  

ＪＲ本城駅周辺地区自転  

車放置禁止区域  

５台  令和６年２  

月１６日  

八幡西区自転車放置禁止

区域外  

 

３台  

 

令和６年２  

月６日  

北九州市八幡西区大  

字藤田２３１９番６  

藤田自転車保管所  ２台  

 

令和６年２  

月９日  

２台  

 

令和６年２  

月１５日  

７台  

 

令和６年２  

月１６日  

２台  

 

令和６年２  

月２０日  

１台  令和６年２  

月２２日  

１台  

 

令和６年２  

月２６日  

２台  令和６年２  

月２７日  

２台  

 

令和６年２  

月２８日  

ＪＲ九州工大前駅周辺地

区自転車放置禁止区域  

７台  

 

令和６年２  

月１９日  

北九州市戸畑区三六  

町１３番  

三六自転車保管所  ＪＲ戸畑駅周辺地区自転  １台  令和６年２  
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車放置禁止区域   月７日  

戸畑区自転車放置禁止区

域外  

３台  令和６年２  

月１６日  
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北九州市公告第１８１号 

 北九州広域都市計画事業旦過地区土地区画整理事業の換地計画を土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）第８８条第２項の規定により公衆の縦覧に

供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第５５条の２

において準用する同令第３条の規定により、次の事項を公告する。 

 なお、当該事業に関係のある利害関係者は、当該換地計画について意見があ

るときは、縦覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができ

る。 

  令和６年３月１５日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 縦覧期間及び縦覧時間 

 令和６年３月１６日から同月２９日までの毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで 

２ 縦覧場所 

北九州市小倉北区古船場町１番３５号（北九州市立商工貿易会館５階） 

北九州市建設局河川部神嶽川旦過地区整備室 

３ 意見書の提出要領 

  当該換地計画について意見書を提出しようとする者は、意見をできるだけ

具体的に記載した文書を、令和６年３月２９日までに北九州市建設局河川部

神嶽川旦過地区整備室に到着するように提出すること。 

  なお、意見書を郵便及び信書便で差し出した場合は、令和６年３月２９日

までの消印があれば当該提出期間内に提出したものとみなす。 

条 例  
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北九州市公告第１８２号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和６年３月１５日 

                                  北九州市長  武 内 和 久   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      白灯油（５月分） ２５キロリットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和６年５月１日から同月３１日まで 

 （４） 納入場所   

  ア 北九州市門司区新門司三丁目７９番地 新門司工場 

  イ 北九州市小倉北区西港町９６番地の２ 日明工場 

  ウ 北九州市八幡西区夕原町２番１号 皇后崎工場 

 （５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期 

   いずれも入札期日の前日から起算して２４日前までに公告する。 

  ア ３２キロリットル 令和６年４月頃 

  イ ６０キロリットル 令和６年５月頃 

  ウ ４８キロリットル 令和６年６月頃 

  エ ３１キロリットル 令和６年７月頃 

  オ ３３キロリットル 令和６年８月頃 

  カ ３７キロリットル 令和６年９月頃 

  キ ４６キロリットル 令和６年１０月頃 

  ク ２１キロリットル 令和６年１１月頃 

  ケ ３６キロリットル 令和６年１２月頃 

  コ ４９キロリットル 令和７年１月頃 

 （６） 入札方法  １キロリットル当たりの価格により行う。入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１ 
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００分の１０に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

 （７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 

  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和６年 

 ３月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 
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  イ  日時  この公告の日から令和６年４月１７日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１８日の午前９時か

ら午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に 

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無 

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和６年３月２６日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月２７日の午前９時から午後４時３

０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和６年３月２７日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 
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        令和６年４月８日から同月１７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１８日午前９時から午後２時

まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和６年４月１７日午後５時までに必着のこと。   

 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和６年４月１８日午後２時１０分 

６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 
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      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity  

Purchase of White Kerosene  

Forecasted Quantity : 25KL  

 （２）   Deadline for the submission of tender        

For tenders via the electronic bidding system :   

2:00p.m., April 18,2024                  

For tenders submitted by mail :     

5:00p.m., April 17,2024           

 （３） For further information,please contact:Contracts Division,  

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第１８３号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和６年３月１５日 

                                  北九州市長 武 内 和 久   

１  調達内容 

 （１） 購入品目及び予定数量 

      軽油（軽油引取税免税・５月分） ３万４，２００リットル 

 （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和６年５月１日から同月３１日まで 

 （４） 納入場所  北九州市小倉北区浅野二丁目地先（小倉桟橋）こくら丸

又は代船 

 （５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期 

   いずれも入札期日の前日から起算して２４日前までに公告する。 

  ア １万６，４００リットル 令和６年４月頃 

イ ２万６，４００リットル 令和６年５月頃 

ウ ３万５，３００リットル 令和６年６月頃 

エ ３万１００リットル 令和６年７月頃 

オ ３万３，３００リットル 令和６年８月頃 

カ ３万１，３００リットル 令和６年９月頃 

キ ３万１，２００リットル 令和６年１０月頃 

ク ２万８，６００リットル 令和６年１１月頃 

ケ ２万８，９００リットル 令和６年１２月頃 

コ ２万８，８００リットル 令和７年１月頃 

 （６） 入札方法  １リットル当たりの価格により行う。入札者は、消費税 

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ 

と。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１ 

００分の１０に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

 （７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 
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ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

 （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 

  。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

  の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

 より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

 （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの 

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注 

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

 （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

 －５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和６年 

 ３月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等    

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  この公告の日から令和６年４月１７日まで（日曜日等を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１８日の午前９時か
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ら午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に 

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無 

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ  

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

 （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和６年３月２６日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後７時まで及び同月２７日の午前９時から午後４時３

０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和６年３月２７日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３

０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

        令和６年４月８日から同月１７日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後７時まで及び同月１８日午前９時から午後２時

16



まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和６年４月１７日午後５時までに必着のこと。   

 （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和６年４月１８日午後２時１０分 

６  その他   

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

 。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免 

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

 （５） 契約書作成の要否  要 

 （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 
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７ Summary  

（ 1 ）   Product and Quantity        

Purchase of Gas oil  

Forecasted Quantity : 34,200L     

 （２）   Deadline for the submission of tender        

For tenders via the electronic bidding system :   

2:00p.m., April 18,2024                  

For tenders submitted by mail :     

5:00p.m., April 17,2024                  

 （３） For further information,please contact:Contracts Division,    

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市交通局管理規程第１号 

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 

令和６年３月１５日 

                 北九州市交通局長 福 本 啓 二 

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正 

する規程 

北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（昭和３９年北九州市交

通局管理規程第７号）の一部を次のように改正する。 

第５条の２の表中 

「
 

ＮＣ若松商連案

内所 

月曜日から金曜日までにあっては午前９時３０分から

午後６時まで、土曜日にあっては午前１０時から午後

６時まで。ただし、休日及び１２月２９日から翌年の

１月３日までの日を除く。 

折尾駅前案内所

二島案内所 

月曜日から金曜日まで（休日を除く 。） にあっては午

前１０時３０分から午後７時まで、日曜日、土曜日及

び休日にあっては午前１０時３０分から午後５時まで

。ただし、１２月２９日から翌年の１月３日までの日

を除く。 
」

を

「
 

ＮＣ若松商連案

内所 

月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日にあっては午前１

１時から午後６時まで（午後１時３０分から午後３時

までを除く 。）、 土曜日にあっては午前１１時から午

後５時まで（午後１時３０分から午後３時までを除く

。）。 ただし、休日及び１２月２９日から翌年の１月

３日までの日を除く。 

折尾駅前案内所月曜日から水曜日まで及び金曜日にあっては午前１１

時から午後６時３０分まで（午後１時３０分から午後

３時までを除く 。）、 土曜日にあっては午前１１時か

ら午後５時まで（午後１時３０分から午後３時までを

除く 。）。 ただし、休日及び１２月２９日から翌年の

１月３日までの日を除く。 

二島案内所 火曜日、水曜日及び金曜日（休日を除く 。） にあって

は午前１１時から午後６時３０分まで（午後１時３０  

 

 

 

 

に
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分から午後３時までを除く 。）、 日曜日及び土曜日並

びに休日（月曜日及び木曜日を除く 。） にあっては午

前１１時から午後５時まで（午後１時３０分から午後

３時までを除く 。）。 ただし、１２月２９日から翌年

の１月３日までの日を除く。 
」

 

改める。 

別表第１から別表第３の２までを次のように改める。 
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で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

吉
田

東
二

丁
目

吉
田

グ
ラ

ウ
ン

ド

吉
田

東
四

丁
目

東
水

巻
駅

  
  

 大
膳

橋

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

中 鶴 四 丁 目

い
き

い
き

ほ
ー

る

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

頃 末 北 三 丁 目

水 巻 町 役 場

夢 工 房

福
岡

新
水

巻
病

院

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

芦
屋

競
艇

場

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商

業
高

校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁
目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁
目

公
園

顕
照

寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉

台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

水
巻

駅
南

口

下
二

の
ぞ

み
野

伊
左

座
小

学
校

入
口

二
町

住
入

口

八
所

神
社

い
ち

ょ
う

の
湯

前

ジ
ア

ウ
ト

レ
ッ

ト
北

九
州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）
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亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

岩
屋

　
岩

屋
入

口
　

　
　

西
小

石
町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

  
　

内
平

尻
　

新
屋

敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

  
  

 第
二

北
湊

町
　

　
　

 八
光

丸
入

口
  

  
 第

一
北

湊
町

有
毛

  
 上

有
毛

北
浜

 波
打

町

  
 桜

町
  

  
  

  
産

業
医

科
大

学
若

松
病

院

  
 若

松
郵

便
局

前
　

稲
国

橋
 

畠
田

三
丁

目
  

鴨
生

田
  

  
  

  
　

中
川

町
四

丁
目

　
  

　
交

差
点

　
 ウ

イ
ン

グ
鴨

生
田

  
  

  
  

プ
ラ

ザ
前

  
小

学
校

前
  

 
島

郷
合

同
  

  
 

高
須

南
二

丁
目

　
　

高
須

交
番

前
庁

舎
前

  
  

 
  

 大
橋

通
り

　
明

治
町

　
銀

天
街

前

　
 本

町

　
 本

町
　

　
三

丁
目

御
開

　
　

　
第

三
二

島
　

 若
松

南
海

岸
通

り
  

  
若

松
図

書
館

前
　

　
東

中
島

若
松

渡
場

　
　

碇
地

　
　

十
字

路

古
開

　

  
 本

城
東

一
丁

目

  
 夜

越

は
特

定
路

線
  

 帯
田

  
  

 
は

運
賃

区
界

停
留

所
  

 
は

調
整

区
界

停
留

所
　

 本
陣

橋
区

数
は

、
乗

車
停

留
所

か
ら

最
初

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
　

　
　

  
　

 
で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大 鳥 居

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

第 二 太 閤 水

折 尾 駅

折 尾 光 明

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

第 一
東 畑 町

折 尾 東 団 地

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

蜑 住 団 地

向 田 営 業 所

エ ス ト 本 町

東 口

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目
折 尾 出 張 所 前

学 研 都 市 北 口

東 小 石 町

若 松
区 役 所 前

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

折
尾

東
小

学
校

入
口

今 光 峠

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

江
川

小
学

校
前

蜑 住 公 民 館 下

原 牟 田

蜑 住 入 口

払 川

唐 戸
鷺 田

鴨 生 田

第 二 二 島

塩 屋 入 口

二 島 郵 便 局 前

内
平

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

栄
盛

川

第
二

赤
崎

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

大
井

戸
町

西
園

町

中
川

町
畑

谷
町 畑

谷
町

１
号

公
園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

第
十

五
区

公
民

館

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

和
田

町
公

園

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番
大

池
町

公
園

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁
目

中
公
園

畠
田
一

丁
目

片
山
三

丁
目

片
山
三

丁
目
公

園

畠
田

二
丁
目

公
園

顕
照
寺
前

片
山

若
松
商
業
高
校
前

赤
崎

宮
前

町

小 石 小

学 校 前

迫 田 町

西 公 園

迫 田 町

東 公 園 下

小
石

本
村

町

東
公

園
小

石
本

村
町

西
公

園
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

小 竹
竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

折 尾 駅 北 口

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

別
表
第
２
（

第
３
条
の
３
関
係
）
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亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
  

  
 第

二
北

湊
町

　
　

　
 八

光
丸

入
口

青
葉

台
交

差
点

  
  

 第
一

北
湊

町
芦

屋
中

学
校

前
有

毛
  

 上
有

毛
竹

並
北

浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
若

松
競

艇
場

　
　

三
丁

目
 　

 高
須

小
学

校
前

　
 　

　
 塩

屋
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
　

第
二

三
松

園
競

技
場

前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前
区

数
は

、
乗

車
停

留
所

か
ら

最
初

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

吉
田

東
二

丁
目

吉
田

グ
ラ

ウ
ン

ド

吉
田

東
四

丁
目

東
水

巻
駅

  
  

 大
膳

橋

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

中 鶴 四 丁 目

い
き

い
き

ほ
ー

る

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

頃 末 北 三 丁 目

水 巻 町 役 場

夢 工 房

福
岡

新
水

巻
病

院

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

芦
屋

競
艇

場

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業
高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

水
巻

駅
南

口

下
二

の
ぞ

み
野

伊
左

座
小

学
校

入
口

二
町

住
入

口

八
所

神
社

い
ち

ょ
う

の
湯

前

ジ
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

北
九

州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん

だ
地
域
を
北
九
州
市
内
地
域
と
す
る
。

）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

別
表
第
３
（
第
１
４
条
の
２
関
係
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亀
の

井
ホ

テ
ル

玄
界

灘
　

　
　

　
　

  
  

　
　

　
　

　
  

 
岩

屋
　

岩
屋

入
口

　
　

　
西

小
石

町

 
　

　
　

　
北

湊
浄

化
セ

ン
タ

ー
前

　
新

屋
敷

　
北

連
歌

浜
　

安
瀬

口
　

安
瀬

　
　

  
  

芦
屋

町
役

場
前

芦
屋

橋
　

　
　

　
山

鹿
　

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
  

  
 第

二
北

湊
町

　
　

　
 八

光
丸

入
口

青
葉

台
交

差
点

  
  

 第
一

北
湊

町
芦

屋
中

学
校

前
有

毛
  

 上
有

毛
竹

並
北

浜

自
衛

隊
前

 波
打

町

高
浜

町
芦

屋
総

合
  

 桜
町

体
育

館
前

  
  

  
  

産
業

医
科

大
学

若
松

病
院

鶴
松

団
地

  
 若

松
郵

便
局

前
浜

口
 

飛
行

場
下

　
　

　
 　

　
青

葉
台

入
口

大
君

　
　

高
須

団
地

　
 ウ

イ
ン

グ
大

城
プ

ラ
ザ

前
  

  
　

幸
町

江
川

橋
　

　
高

須
西

一
丁

目
  

  
 払

川
  

粟
屋

入
口

  
  

　
浅

生
高

須
南

二
丁

目
　

　
高

須
交

番
前

　
明

治
町

  
  

　
通

り
粟

屋
　

銀
天

街
前

高
須

公
営

第
二

粟
屋

住
宅

前
　

　
 　

新
払

川
　

 本
町

　
 猪

熊
北

　
　

向
田

　
  

三
ツ

頭
　

　
 　

大
橋

　
 本

町
猪

熊
第

二
三

松
園

　
  

  
 高

須
南

一
丁

目
御

開
若

松
競

艇
場

　
　

三
丁

目
 　

 高
須

小
学

校
前

　
 　

　
 塩

屋
本

城
陸

上
　

　
第

三
二

島
　

第
二

三
松

園
競

技
場

前

　
  

  
 三

松
園

  
  

第
二

浅
川

橋
　

　
東

中
島

紫
川

橋
　

五
月

　
  

 浅
川

橋
本

城
三

丁
目

　
　

碇
地

小
池

学
園

前
　

　
十

字
路

お
か

の
台

団
地

小
倉

駅
新

幹
線

口
　

８
棟

前
浅

川
学

園
台

　
光

貞
台

樋
口

お
か

の
台

団
地

浅
香

通
り

　
１

８
棟

前
 古

開
お

か
の

台
団

地
　

千
代

ヶ
崎

入
口

　
　

三
丁

目
　

 本
城

西
団

地
  

  
本

城
東

　
浅

川
台

三
丁

目
　

　
一

丁
目

　
　

　
米

町
　

 産
業

医
科

大
学

　
 病

院
入

口
力

丸
町

　
　

夜
越

梅
ノ

木
団

地
前

九
州

共
立

大
前

  
 本

城
西

市
営

住
宅

前
　

　
西

門
前

  
 帯

田
  

  
 

古
賀

大
浦

三
丁

目
大

浦
一

丁
目

  
 

水
巻

総
合

　
本

陣
橋

 運
動

公
園

前
　

 九
州

女
子

大
前

  
　

本
陣

橋

 頃
末

宮
の

下
　

　
　

  
　

 
  

 学
園

大
通

り
　

　
黒

崎
四

丁
目

は
運

賃
区

界
停

留
所

　
　

熊
手

四
ツ

角
は

調
整

区
界

停
留

所

　
　

J
C

H
O

九
州

病
院

前
区

数
は

、
乗

車
停

留
所

か
ら

最
初

の
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

を
１

区
と

し
、

次
の

運
賃

区
界

停
留

所
ま

で
を

２
区

と
し

、
以

後
運

賃
区

界
停

留
所

ま
で

ご
と

に
１

区
を

加
え

る
。

吉
田

東
二

丁
目

吉
田

グ
ラ

ウ
ン

ド

吉
田

東
四

丁
目

東
水

巻
駅

  
  

 大
膳

橋

　
稲

国
橋

石
峰

山
荘

宮
丸

公
園

第
二

十
四

区
公

民
館

宮
丸

一
丁

目

黒
崎

駅
北

口

中 鶴 四 丁 目

い
き

い
き

ほ
ー

る

梅
ノ

木

大 鳥 居

原 牟 田

蜑 住 入 口

塩 屋 入 口

払 川
唐 戸

鷺 田
鴨 生 田

千 畳 敷 海 岸 入 口

逆 水
逆 水 東 口

後
安 屋

坊 ヶ 渕

小 敷 橋

二 島 郵 便 局 前

J パ ワ ー 電 源 開 発

ひ び き 学 園 入 口

脇 ノ 浦

鬼 ヶ 坂 入 口

外 小 竹

常 福 寺 入 口

椿 下

竜 光 の 滝

不 動 下

向 洋 中 学 校 前

第 一 二 島

高 稜 高 校 前

二 島 駅

東 二 島 三 丁 目

日 吉 神 社 下

道 岸
童 子 丸

用 勺
今 光 峠

今 光
赤 島

藤 ノ 木 駅 前

宮 丸
和 田 町

若 松 警 察 署 前

岬 の 山

若 松 体 育 館 前

古 前 一 丁 目

修 多 羅

若 松 駅

小 石 本 村

中 畑

西 畑 町

第 二
東 畑 町

響 灘 工 業

団 地 第 三

折 尾 五 丁 目

頃 末
頃 末 小 学 校 前

日 吉 台 三 丁 目

日 吉 台 下

折 尾 四 丁 目

第 二 太 閤 水

洞 北 中 学 校 前

折 尾 駅

折 尾 駅 北 口

折 尾 中 学 校 前

西 本 陣 橋

本 城 中 央

団 地

浅 川 二 丁 目

浅 川 学 園 台

入 口

光 貞 小 学 校 前

黄
枝

崎

三
菱

化
学

西
門

前

小
島

熊 西 一 丁 目

陣 の 原 三 丁 目

陣
原

駅
南

口

皇 后 崎

萩 原 団 地 下

熊 西 二 丁 目

勝 山 橋
魚 町

北 九 州 市 役 所 前

旦 過 橋

堺 町 公 園 前

第 一
東 畑 町

お か の 台

日 の 峯 公 園

日 の 峯

一 丁 目
浅 川 台

折 尾 東 団 地

蜑 住 公 民 館 下

新 屋 敷 北 口

脇 田

火 の 坂

柳
原

若 松 営 業 所

若 松
市 民 会 館 前

千 代 ヶ 崎

浅 川 中 学 校 前

蜑 住 団 地

竹
並

公
民

館
前

青 葉 台 西 二 丁 目

第 二 二 島

向 田 営 業 所

エ
ス

ト
本

町
東

口

青 葉 台 東

青 葉 台 中 央 公 園 前

楠 木 一 丁 目

友 田 二 丁 目

花 野 路 一 丁 目

花 野 路 三 丁 目

響 町 ・

エ コ タ ウ ン

東 二 島 四 丁 目

黒 崎 バ ス

セ ン タ ー

日 の 峯 入 口

学 研 都 市 北 口

花 野 路 中 央

花 野 路 西
花 美 坂

高 尾
水

巻
中

央

サ
イ

エ
ン

ス
パ

ー
ク

青
葉

小
学

校
前

青 葉 台 西 五 丁 目

青 葉 台 西

小
敷

公
民

館
前

響 灘 工 業

団 地 第 二

響 灘 工 業

団 地 第 四

響 灘 工 業

団 地 第 五

響 灘 工 業

団 地 第 一

東 小 石 町

若
松

区
役

所
前

ひ
び

き
の

東

ひ
び

き
の

南
一

丁
目

産
業

医
科

大
学

病
院

逆 水 西 口

学 研 都 市

北 口 第 二

日
吉

台
ニ

丁
目

水 巻 町

図 書 館

頃 末 北 三 丁 目

水 巻 町 役 場

夢 工 房

福
岡

新
水

巻
病

院

塩
屋

三
丁

目

本
城

学
研

台
三

丁
目

学
研

都
市

ひ
び

き
の

陣
原

駅
北

口
夕

原
町

黒
崎

駅
前

ふ
れ

あ
い

通
り

折
尾

東
小

学
校

入
口

芦
屋

競
艇

場

小
倉

記
念

病
院

玄
関

前

山
鹿

郵
便

局
前

ひ
び

き
の

北

西 天 神

ひ
び

き
の

西

ひ
び

き
の

南

相
坂

本
城

学
研

台
一

丁
目

本
城

小
学

校
前

ひ
び

き
の

運
動

場
前

ひ
び

き
の

教
員

宿
舎

前ひ
び

き
の

郵
便

局
前

本 城 小 学 校 前

芦 屋 中 央 病 院 下

学
研

大
通

り
西

黒
崎

駅

日
吉

台
郵

便
局

前

日
吉

台
一

丁
目

芦
屋

中
央

病
院

玄
関

前

浅
川

交
差

点

浅
川

小
学

校
前

浅
川

入
口

本
城

駅

穴 生 橋

小 倉 港 松 山 行 フ ェ リ ー の り ば

江
川

小
学

校
前

大
井

戸
町

西
園

町

栄
盛

川

藤
木

小
学

校

今
光

二
丁

目

畑
谷

町 畑
谷

町
１

号
公

園

新
大

谷
町

南
公

園

佐
藤

公
園

下

和
田

町
公

園

白
山

二
丁

目

山
ノ

堂
１

１
番

山
ノ

堂
５

番

く
き

の
う

み
小

学
校

岬
ノ

山
公

園
下

赤
島

町
西

公
園

観
音

禅
寺

前

藤
ノ

木
市

民
セ

ン
タ

ー

第
十

五
区

公
民

館

古
開

本
城

団
地

本 城 中 学 校 前

第
二

赤
崎

上
中

畑

小
石

観
音

前

迫
田

第
二

小
石

本
村

下
原

町

上
原

町

若
松

高
校

前

深
町

内
平

中
川

町

百
合

野
町

公
園

前

大
池

町
６

番

大
池

町
３

番

ひ
び

き
園

大
池

町
８

番

大
池

町
公

園

響
灘

緑
地

入
口

平
石

平
川

内
小

竹

公
民

館
前

花
房

小
学

校
前

内
小

竹
第

一

内
小

竹
第

二

安
養

寺
下

中
島

公
園

前

洞
北

中
学

校
入

口

畠
田

ハ
ザ

マ
峠

口

暁
の

鐘
学

園

白
山

神
社

入
口

若
松
商
業
高
校
前

禅
覚

寺
入

口

畠
田

一
丁

目
北

公
園

畠
田

一
丁

目
中

公
園

畠
田

一
丁

目

片
山

三
丁

目

片
山

三
丁

目
公

園

畠
田

二
丁

目
公

園

顕
照
寺
前

片
山

小
石

本
村

町
西

公
園

赤
崎

小
石

本
村

町
東

公
園

宮
前

町

迫 田 町

東 公 園 下

迫 田 町

西 公 園

小 石 小

学 校 前

内
平

尻
小 竹 日 吉 神 社 下

常 福 寺 下

外 小 竹 公 民 館 入 口

原 ノ 空 池 入 口

竜 光 の 滝 別 院

脇 ノ 浦 漁 港 入 口

脇 ノ 浦 漁 港 前
脇 ノ 浦 公 民 館

小 竹

折 尾 光 明

折 尾 出 張 所 前

エ
コ

タ
ウ

ン
セ

ン
タ

ー
前

響
灘

工
業

団
地

入
口

藤
原

縄
手

島
郷

合
同

庁
舎

前

鴨
生

田
小

学
校

前

鴨
生

田 四
丁

目

畠
田

三
丁

目

青
葉
台
南

中
川

町
交

差
点

大
橋

通
り

後
水

水
巻

駅
南

口

下
二

の
ぞ

み
野

伊
左

座
小

学
校

入
口

二
町

住
入

口

八
所

神
社

い
ち

ょ
う

の
湯

前

ジ
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト

北
九

州

若
松

渡
場

若
松

南
海

岸
通

り

戸
畑

駅

松
本

清
張

記
念

館
前

八
坂

神
社

前

室 町 ・ リ バ

ー ウ ォ ー ク

若
松

図
書

館
前

（
点
線
で
囲
ん
だ
地
域
の
う
ち
、
若
松
渡
場
を
含
む
地

域
を
若
松
渡
場
地
域
と
し
、
折
尾

駅
を
含
む
地
域
を
折
尾
駅
地
域
と
す
る

。
）

ヒ ビ キ ノ ビ ー チ フ ロ ン ト 前

く き の う み
学 童 前

別
表
第
３
の
２
（
第
１
４
条
の
２
関
係
）
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付 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程（以下「旧規

程」という。）の規定により発行された乗車券で、この規程の施行の際現に

効力を有するものは、改正後の北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施

行規程の規定により発行されたものとみなす。 

３ 前項に定めるもののほか、旧規程の規定により発行された乗車券の取扱い

については、別に管理者が定める。 

25


